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回答者

健康福祉部長

都市整備部長
市民生活部長

総合政策部長

総務部長
健康福祉部長

総合政策部長

健康福祉部長

都市整備部長

市民生活部長

9 広野ゴルフからの沿線の除草作業について

10 スズメバチ除去への補助金について

6 デイサービス「ひまわり」の跡地利用について

7 コロナ禍の防災計画、備蓄の徹底について

8 高齢単身者のネットワーク作りについて

産業振興部長

地区からの意見・提言（意見交換）

緑が丘地区

意見・提言の内容

1 「敬老会」開催費補助金の継続について

2 神鉄緑が丘駅前の整備について

3 ネスタリゾートを地域資源としての処遇を

4 「あじさいフローラみき」に蛍の育成を

5 廃校跡地の有効活用について
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市政懇談会 回答 
地区名 緑が丘地区 

意見・提言等 １ 「敬老会」開催費補助金の継続について 
（まちづくり協議会） 

（内容） 
市はこのたび財政健全化計画プログラムの一環で「敬老会開催補

助金」を令和５年度から打ち切り高齢者の健康と生きがい作りなど

代替案を検討するとしている。 
 その理由として本来の敬老会が当初の目的を逸脱しているとして

いる。確かに令和元年度から敬老会の開催が少なく記念品の配布に

傾注している。これは市から感染拡大防止で自粛の通達を遵守して

いる為の現象である。 
 この通達が解除されている現状では事業の段階で敬老会開催の有

無を判断し、開催する自治会へは従来通り支給されたい。 
回 答 （担当課）健康福祉部 福祉課 

皆様には、日ごろから地域の活性化にご尽力賜り、ありがとうご

ざいます。 

敬老会開催補助金については、今年３月に策定した「三木市財政

健全化計画」（案）において、高齢者の外出を促進し、地域住民との

交流が図られるという本来の目的に則り、廃止するという方針を示

しておりました。 

しかしながら、この方針を６月の区長協議会連合会定例理事会で

報告したところ、方針に賛同いただく意見、制度の継続を求める意

見の双方がありましたので、市として再検討し、単に記念品を配付

する自治会は除き、高齢者の外出を促進し、地域住民との交流が図

られるよう敬老会を開催される自治会には、現行の補助金を継続す

る予定です。 

あわせて、現行制度を見直すに至った経緯や見直し内容について、

区長協議会連合会定例理事会などで丁寧に説明するとともに、見直

し時期を令和６年度以降とするよう考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 
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北播磨管内の実施状況（令和４年度） 
 三木市 小野市 加東市 加西市 西脇市 多可町 

敬老祝金 
77､88､99､ 

100歳以上 
100､105歳 

77､88､99､ 

100歳 
88､100歳 88､99歳 

88､100歳､ 

最高齢者 

敬老会補助 
75 歳以上 

1,500 円 
無 

75 歳以上 

700 円 

75 歳以上 

1,400 円 

77 歳以上 

1,500 円 

75 歳以上 

2,000 円 

温泉助成 有 無 無 無 無 無 

老人クラブ
助成 

[うち市単] 

206,000 円 

[116,000円] 

200,000 円 

[110,000円] 

104,600 円 

[14,600円] 

94,000 円 

[4,000円] 

90,000 円 

[0円] 

90,000 円 

[0円] 
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市政懇談会 回答 
地区名 緑が丘地区 

意見・提言 
２ 神鉄緑が丘駅前の整備について 

（まちづくり協議会） 
（内容） 
 神鉄緑が丘駅前の清掃はまちづくり協議会の事業として継続し

ている。 
駅前の清掃や除草は物理的に可能であるが、要はロータリーの

範囲の整備を行ってほしい。 
特に句碑の周辺をはじめとする松の木の剪定、駅前に設置され

ている案内地図は表面が剥げておりとても三木市の東玄関にはふ

さわしくない。 
回 答 （担当課）都市整備部 道路河川課 

     市民生活部 市民協働課 
緑が丘駅前のロータリーについては、バスの結束点で交通拠点

となっており、また、駅から商店街へと続く窓口ともなっており、

駅前を美しく保つべき場所です。 
これまで、日常的にはボランティアの協力等をいただきながら

市において管理しておりました。今回、現地確認したところ、樹木

の剪定や看板など、市の管理について行き届いていない箇所があ

りますので、修繕等について対応してまいります。 
引き続き、美しい駅前が維持できるよう努めてまいりますので、

地域からのご提案・ご指摘・ご協力をよろしくお願いいたします。 
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市政懇談会 回答 
地区名 緑が丘地区 

意見・提言等 ３ ネスタリゾートを地域資源としての処遇

を（まちづくり協議会） 
（内容） 

このたびネスタリゾートが経営権の譲渡で実績のある業者が進

出してきた。当初ネスタは巨額を投資して大規模の集客を想定し

てきたが方向転換を余儀なくされた。これを契機として三木市の

地域資源と位置づけ、行政のバックアップを提案する。 
また、地元の集客手段として、開設当時の用に「地元優待」の制

度を依頼できないか？ 
回 答 （担当課）総合政策部 縁結び課 

 令和４年７月から、延田グループから２０１８年よりネスタリ

ゾート神戸のマーケティング支援を行ってきた専門事業者及び、

総合不動産会社に経営権が譲渡された内容については、兵庫県を

通じて認識しております。また、この度の譲渡については、引き続

き専門事業者の知見に加え、ホテル事業も手掛ける総合不動産会

社のノウハウ等を活かすことで、ネスタリゾート神戸の更なる魅

力向上に向けた判断であると聞いており、市としてもこれまで同

様に、観光客の増加や市内への誘客につなげられるよう、他施設と

同様にネスタリゾート神戸とも連携し、取り組んでまいりたいと

考えております。まずは、新たに経営権が譲渡された事業者との信

頼関係を構築してまいります。 
 なお、「地元優待」については、行政が一企業に対し要望するこ

とはできないため、ネスタリゾート神戸に対し、直接地元からの要

望をお伝えいただきますようお願い致します。 
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市政懇談会 回答 
地区名 緑が丘地区 

意見・提言等 ４ 「あじさいフローラみき」に蛍の育成を

（まちづくり協議会） 
（内容） 

敷地内 15,000 株のあじさいが咲く時期と蛍が乱舞する時期が重

なるため、市外からの集客効果も期待でき三木市の観光スポット

になりうる。 
 最初に蛍が定着され環境さえ整えば、毎年経費をかけずに風情

を楽しむことが出来る。水利環境や、幼虫のエサとなるカワニナの

維持はさほど経費を要さない。 
回 答 （担当課）産業振興部 観光振興課 

この度は、あじさいフローラみきの発展に向けたご提言をいた

だき、大変嬉しく思います。誠にありがとうございます。 
あじさいフローラみきは、ボランティアスタッフをはじめ、多く

の市民の方々の手で 15,000 株のあじさいが植栽され、令和２年度

にオープンしました。 
毎年、あじさいの開花時期には市内外から多くの方が訪れてお

り、今年は約１万人の方が鑑賞され、高い評価をいただいていると

ころです。 
ここで蛍が乱舞すれば、あじさいの花をほのかに照らす、美しい

光景が想像でき、さらなる誘客が期待できます。 
しかしながら、園内の泉や川は大雨が降るたびに増水しており、

過去にチャレンジした蛍の飼育をはじめとするビオトープが、大

雨による川の増水により全てが流され、下流域の地域にご迷惑を

おかけした経緯がございます。 
また、園内はマムシが出ることもあり、夜間は閉鎖し、毎朝、ス

タッフが巡回してから開園している状況です。 
これらのことから、蛍の飼育については困難と判断しますが、あ

じさいフローラみきにおいては、隣接するホースランドパークや

道の駅みきなども含め、様々な誘客策にチャレンジしたいと考え

ておりますので、今後も応援のほど、よろしくお願いいたします。 
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市政懇談会 回答 
地区名 緑が丘地区 

意見・提言等 ５ 廃校跡地の有効活用について 
（まちづくり協議会） 

（内容） 
・志染中学校や星陽中学校の廃校に伴う利活用に対する提案。 
・三木市はゴルフの聖地として各種イベントの誘致に傾注してい

る。特に若者の育成に力を入れ春中・春高のメッカとしている。 
・この若い年齢層を育成する手段としてゴルファー養成校の開設

を提案する。 
回 答 （担当課）産業振興部 ゴルフのまち推進課 

 市では、廃校となる学校を活用したゴルフの拠点となる施設の

整備について、外部の有識者を交えた検討懇話会を昨年度設置し

ました。これまでに３回開催し、開設場所も含めた検討を行ってい

ます。 
 また、施設の整備にあたっては、ゴルフを始めるきっかけづくり

ができることなどを前提に、「ゴルフのまち三木」の振興に寄与す

る施設となるよう、民間が主体となって整備し実現していくこと

を目指しています。 
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市政懇談会 回答 
地区名 緑が丘地区 

意見・提言等 ６ デイサービス「ひまわり」の跡地利用につ

いて（まちづくり協議会） 
（内容） 
・デイサービス「ひまわり」が令和５年秋に青山７丁目に移転され

る。 
・広い敷地であり、住宅や自治会館と隣接しているので付近住民の

関心ごとである 
① 跡地活用のスケジュールについて 
② 跡地活用に対して住民説明会はあるのか 
③ 民間への売却で住宅の一部になるのか 

回 答 （担当課） 総務部 財政課 
      健康福祉部 介護保険課 

 市立デイサービスセンター「ひまわり」については、青山７丁目

団地再耕プロジェクトにおいて、市に寄贈されるエリア内で民間

により整備する福祉系施設の完成後に廃止予定です。 
なお、この福祉系施設（デイサービスセンターを含む特別養護老

人ホーム）の開設については、令和５年１０月を目指しておりまし

たが、青山７丁目団地再耕プロジェクトの造成工事の着手が遅れ

たことなどにより、開設時期についても、今後建設事業者と調整し

ていく予定です。 
三木市では、三木市公共施設再配置計画に基づき、施設廃止後の

跡地など、市が使用しなくなった施設については、原則売却による

処分を進めています。売却する際は、土地の測量や境界の確定等を

行う必要があるため、地元自治会長及び隣接する土地の所有者の

方に対して、作業内容等についての説明を行います。 
なお、デイサービスひまわりがある土地については、都市計画法

上の用途制限があり、用途地域としては、住宅や共同住宅のほか、

店舗等の床面積が５００㎡以下の店舗等が建てられる第一種中高

層住居専用地域となっています。売却後の利用については、法律の

定める範囲内において土地所有者が決めることとなります。 
 

8



  

市政懇談会 回答 
地区名 緑が丘地区 

意見・提言等 ７ コロナ禍の防災計画、備蓄の徹底について 
（まちづくり協議会） 

（内容） 
・市の防災計画や防災備品が変更になったら市民への周知徹底を

図っていただきたい 
・各地区の備品と市の備品・備蓄に重複が無いよう徹底願いたい 

回 答 （担当課）総合政策部 危機管理課 
 コロナ禍の防災計画につきましては、令和２年９月に「新型コロ

ナウイルス感染症に対応した避難所運営マニュアル」を策定し、内

容につきましては、市ホームページへの掲載のほか、各自治会で行

われる防災研修や防災訓練へ、危機管理課が講師として参加し、コ

ロナ禍における避難所の運営方法などの周知を行っているところ

です。また、備蓄に関しましては、令和３年７月に全戸配布を行い

ました市の防災情報マップに、市民の皆様が非常時に備えていた

だきたい持出品及び備蓄品に関する情報を掲載し、周知を行って

います。 
 次に各地区（自治会）での備蓄は、災害発生後、地区の皆様で初

期対応にあたられる際に活用する、いわゆる「共助」が目的となり

ます。 
例えば、救助に必要なバールやハンドマイク、初期消火に必要な

消火器などの資機材、また、それらを保管する倉庫を想定していま

す。 
一方で、市の備蓄に関しましては、避難生活などの際に活用す

る、いわゆる「公助」が目的となることから、非常食、段ボールベ

ッド、手指消毒液などのコロナ対策物品を考えており、これにつき

ましては、順次備蓄を行っています。 
このように、地区の備蓄と市の備蓄は目的が異なることから、今

後もそれぞれの目的に応じた資機材の備蓄をお願いいたします。 
その中で、非常食など重複する物品もでてくるかと思いますが、

迅速な救助活動、避難生活を行う上で、必ずしも重複を避けなけれ

ばいけないものではございません。 
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市政懇談会 回答 
地区名 緑が丘地区 

意見・提言等 ８ 高齢単身者のネットワーク作りについて 
（まちづくり協議会） 

（内容） 
緑が丘地区は開発以来半世紀を経過している。年々であるが高齢

単身者が増加傾向にあり、安否確認や近隣の見守り活動が必要にな

ってきている。 
 年に数件であるが人生の最後期を誰にも看取られずに、いわゆる

孤独死も発生している現在、安否確認を含めて行政としての見守り

活動を推進してほしい。 
回 答 （担当課）健康福祉部 福祉課 

 皆様には、日ごろから地域活動にご尽力賜り、ありがとうござい

ます。 
 三木市においても少子高齢化の進展に伴う核家族化などにより、

高齢者や高齢単身者が増えていくことが見込まれる中、一人暮らし

の人が誰にも看取られることなく自宅などで亡くなり何日も後に発

見される、いわゆる孤独死問題への対策が重要であると認識してい

ます。 
 その対策として、現在、自治会や民生委員で実施されている安否

確認や近隣の見守り活動は、大変有効な活動です。今後も住み慣れ

た地域で安心して生活が続けられるようよろしくお願いします。 
 また、市でもコープこうべやヤクルト、市内金融機関、新聞販売

組合などの民間事業者と「高齢者見守り事業に関する協定」を結び、

事業者が通常業務の中で、新聞がたまっていたり、商品を届けた際

に反応がないなど、気になることや異変に気付いた場合は市へ連絡

を入れていただくという「高齢者見守りネットワーク」という仕組

みを作るとともに、協定を結んだ事業者と連絡会を開催し、見守り

の事例報告などの情報共有を行っています。 
 今後とも、高齢者や高齢単身者が増えていくことが見込まれます

が、自治会や地区の民生委員による見守り活動や高齢者見守りネッ

トワークなどにより、高齢単身者を地域全体で見守る体制を維持し

ていきたいと考えております。 
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市政懇談会 回答 
地区名 緑が丘地区 

意見・提言 
９ 広野ゴルフからの沿線の除草作業について 

（まちづくり協議会） 
（内容） 
 当該地区は雑草の茂りがひどく、市役所に連絡して除草作業を

実施して頂いていた。 
ゴルフ場からヘアピンカーブまでは範囲が広く住民では対応で

きない。 
この作業を毎回指摘しなくても定期的な除草作業をお願いした

い。 
回 答 （担当課）都市整備部 道路河川課 
除草については、パトロールも実施しながら順序だてて除草を

実施していますが、市内全体を順次実施しているため、時期が遅く

なる場合があり、ご迷惑をおかけしております。 
また、範囲が広いため十分に除草が行き届かない箇所がありま

すが、地域からの情報提供をいただきながら、現地確認を行い実施

していきますのでよろしくお願いします。 
ご指摘のヘアピンカーブ付近についても注視し、対応してまい

ります。 
また、樹木については、限られた財源の中で順次対応しています

ので、現在、毎年の剪定は行えていないのが現状です。 
成長の早い樹木等については、現地確認を行い、対応していきます

のでよろしくお願いします。 
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市政懇談会 回答 
地区名 緑が丘地区 

意見・提言 
１０ スズメバチ除去への補助金について 

（まちづくり協議会） 
（内容） 
 今年度にスズメバチの撤去にたいする補助金が改正された。 

① 改正の経緯について 
② スズメバチのみを対象とする理由 
③ 他の蜂（あしなが蜂）を対象にしないのか 
回 答 （担当課）市民生活部 生活環境課 
① 改正の経緯について 
令和３年度までは、生活環境の保全を目的として、市民から依頼

を受けた場合に、市が業者に委託してスズメバチの駆除を行って

いました。 
しかしながら、本来、家屋等に発生した問題は所有者・管理者の

責任で対応すべきものであるため、令和４年度からは、所有者・業

者に依頼して駆除を行ったものについて、費用の一部を補助する

形としました。 
改正にあたり、近隣市を調査した結果、北播磨５市１町において

は、小野市と三木市のみが補助制度を設けており、その他の市町で

は、スズメバチに関する施策は行っていません。 
・小野市  スズメバチのみ対象 上限 10,000 円 
・三木市  スズメバチのみ対象 上限 15,500 円 
なお、無料駆除事業を行っていた神戸市は、管理者責任の徹底及

び財政見直しを目的として、令和４年３月末に同事業を終了して

います。 
② スズメバチのみを対象とする理由 
スズメバチは攻撃性が高く、刺されると生命にかかわる症状に

見舞われる場合があるなど、市民の生活環境を阻害するおそれが

あることから、補助対象としています。 
③ 他の蜂（あしなが蜂）を対象にしないのか 
アシナガバチは、比較的おとなしい性格であり、巣に刺激を与え

なければ人を襲うことは少ないとされていることから、補助対象

としていません。 
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＜メ モ＞ 
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